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３
月
18
日
、
市
防
災
会
議
（
会
長
＝
多
々
見

良
三
市
長
、
25
人
）
を
開
催
。
市
地
域
防
災
計

画
（
一
般
災
害
対
策
編
）
と
同
計
画
（
原
子
力

災
害
対
策
編
）
の
改
正
に
つ
い
て
協
議
し
、
出

席
者
の
全
員
一
致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▪
改
正
の
概
要

《
一
般
災
害
対
策
編
》

　
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
お
よ
び
国
の
防

災
基
本
計
画
、
府
地
域
防
災
計
画
の
改
正
な

ど
を
踏
ま
え
改
正
。

❖
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
作
成
❖
指
定

緊
急
避
難
場
所
、
指
定
避
難
所
の
指
定
❖
地
区

防
災
計
画
に
関
す
る
計
画
提
案
❖
屋
内
で
の

退
避
な
ど
（
垂
直
避
難
な
ど
）
の
安
全
確
保

措
置
の
指
示
❖
被
災
者
台
帳
の
作
成
❖
避
難

所
の
名
称
変
更

《
原
子
力
災
害
対
策
編
》

　
国
の
地
域
防
災
計
画
（
原
子
力
災
害
対
策

編
）
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
お
よ
び
府
地
域
防
災

計
画
の
改
正
な
ど
を
踏
ま
え
改
正
。

❖
Ｐ
Ａ
Ｚ
（
予
防
的
防
護
措
置
を
準
備
す
る

区
域
）
お
よ
び
Ｕ
Ｐ
Ｚ
（
緊
急
時
防
護
措
置

を
準
備
す
る
区
域
）
の
対
象
人
口
の
変
更
、

Ｐ
Ａ
Ｚ
に
準
じ
た
防
護
措
置
を
行
う
地
区
の

位
置
付
け
❖
原
子
力
防
災
体
制
の
整
備
❖
避

難
行
動
要
支
援
者
に
関
す
る
措
置
な
ど
を
規

定
❖
要
配
慮
者
避
難
対
策
の
整
備

▼
詳
し
く
は
、
危
機
管
理
・
防
災
課
（
☎

66
・
１
０
８
９
）
へ
。

一
般
災
害
対
策
編
・
原
子
力
災
害
対
策
編

市
地
域
防
災
計
画
を
改
正

防災

【主な避難所一覧】

自主避難所
（５か所）

 大浦会館、南公民館、中総合会館、西支所、
 加佐公民館

拠点避難所
（20 か所）  小学校（18 校）、東体育館、文化公園体育館

準拠点避難所
（29 か所）

 上記以外の公共施設（中学校（７校）、旧小・ 
 中学校（５か所）、高校、市民交流センターなど）

地域避難所
（76 か所）  上記以外の地域の集会所、公会堂、公民館など

▪避難所の名称を変更
　これまでの風水害避難所、広域避難所の名称を
拠点避難所、準拠点避難所、地域避難所に変更。

高齢者保健福祉計画の概要

▪政策目標
　生き生きとした長寿社会づくり

▪基本理念
　①健康と生きがいづくりの推進　②尊厳の確保と自立支援
　③共に支え合う地域社会の形成

▪重点施策
　地域包括ケアシステムの構築
　①地域での自立生活支援の仕組みづくり　②高齢者の社会参加と生
　きがい・健康づくり　③介護予防の充実　④適正な介護サービスの
　提供と家族支援　⑤介護サービスを担う人材の確保　⑥認知症高齢
　者支援体制の整備

▪下水道ビジョン（案）に対する意見の結果

意見の概要 市の考え方

　下水道使用料のあり方検討に
時間を要すると考えられるので、
先に公設浄化槽の使用料を見直
すべきである。使用者が何人で
あっても同額の 4,937 円である
が、これは従量制により課金さ
れている公共下水道に比べて不
公平である。また、公設浄化槽
はブロワーの電気代を使用者が
負担しており、この点について
もご検討いただきたい。

　本市では、公共下水道の使用料は使用水量に比
例した従量制で集落排水、公設浄化槽は平成 22 年
度に全地区の使用料を統合して同一定額料金制と
なっています。「整備手法は異なっても同じ下水道
サービスであり、同一使用料とすべき」という考
え方もあり、使用料体系の統一も視野に入れた使
用料のあり方を検討してまいります。
　また、公設浄化槽の使用者だけに施設の電気代
を負担いただいている現状についても、上記の考
え方に基づき、ご提案いただいた手法も併せて検
討してまいります。

　
市
で
は
、
高
齢
者
施
策
を
総
合
的
に
推
進

し
て
い
く
た
め
の
基
本
指
針
と
な
る
「
舞
鶴

市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」
第
６
期
計
画
（
平

成
27
～
29
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た
。
計
画

で
は
、「
生
き
生
き
と
し
た
長
寿
社
会
づ
く
り
」

を
政
策
目
標
に
、
３
つ
の
基
本
理
念
と
６
つ

の
重
点
施
策
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
策
定
に
あ
た
り
、
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ

ン
ト
手
続
制
度
（
市
民
意
見
提
出
制
度
）
に

基
づ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
し
た

結
果
、
意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
計
画
の
概
要
は
下
表
の
と
お
り
。

《
閲
覧
で
き
ま
す
》

　
計
画
の
内
容
は
、
高
齢
者
支
援
課
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
、
西
支
所
、
加
佐
分
室
、
各

公
民
館
、
大
浦
・
城
南
会
館
、
東
・
西
図
書

館
で
閲
覧
可
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、
高
齢
者
支
援
課
（
☎
66
・
１

０
１
３
）
へ
。

生
き
生
き
と
し
た
長
寿
社
会
を
目
指
し
て

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
を
策
定

高齢者

　
市
で
は
、
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
＝

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）
の
根
絶

と
被
害
者
の
保
護
・
自
立
支
援
を
総
合
的
か
つ

一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
「
舞
鶴
市
配
偶
者
等

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
・
自
立
支
援
に
関
す
る
計
画
を
策
定

ＤＶ
防止

計画の概要

▪策定の視点
 ①暴力を許さない社会の実現
 ②被害者の状況に応じた継続的な支援
　 の実施
 ③関係機関等との連携協力体制の推進
▪基本目標
 ① DV をなくすための啓発の推進
 ②被害者の早期発見および相談体制
　 の充実
 ③被害者等の安全確保
 ④被害者の自立支援の充実
 ⑤推進体制の充実

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
・
自

立
支
援
に
関
す
る
計
画
」（
平
成
27
～
31
年
度
）

を
策
定
し
ま
し
た
。
策
定
に
あ
た
り
、
市
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
（
市
民
意
見
提

出
制
度
）
に
基
づ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
意
見
を

募
集
し
た
結
果
、意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

計
画
の
概
要
は
上
表
の
と
お
り
。

《
閲
覧
で
き
ま
す
》　

　
計
画
の
内
容
は
、
人
権
啓
発
推
進
室
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
可
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、
人
権
啓
発
推
進
室
（
☎
66
・
１

０
２
２
）
へ
。

水
洗
化
総
合
計
画
の
改
定
と

下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）
に
対
す
る
意
見
の
結
果

下水道

水洗化総合計画の主な改定内容

▪目標年度
　平成 27 年度全市水洗化
　　→ 平成 32 年度水洗化概成

▪計画処理人口
　約 85,000 人
　　→ 約 81,900 人

▪総事業費
　約 890 億円
　　→ 約 910 億円
　※老朽化した施設の改築費を新た
　　に計上

▪
舞
鶴
市
水
洗
化
総
合
計
画
の
改
定

　
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
と
快
適
で
住
み

よ
い
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
「
舞
鶴

市
水
洗
化
総
合
計
画
」（
平
成
32
年
度
ま
で
）

を
改
定
し
ま
し
た
。
改
定
に
あ
た
り
、
市
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
（
市
民
意

見
提
出
制
度
）
に
基
づ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら

意
見
を
募
集
し
た
結
果
、
意
見
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
主
な
内
容
は
下
表
の
と
お
り
。

▪
舞
鶴
市
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）
へ
の
意
見

　
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
効
率
的
な
事
業

運
営
を
行
う
た
め
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
や

施
策
を
示
し
た
「
舞
鶴
市
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
策
定
に
あ
た
り
、
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ

ン
ト
手
続
制
度
（
市
民
意
見
提
出
制
度
）
に

基
づ
い
て
意
見
を
募
集
し
た
結
果
、
１
人
か

ら
１
件
の
意
見
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
（
募

集
期
間
：
３
月
６
日
～
27
日
）。

　
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
、
意
見
に
対
す
る
市

の
考
え
方
を
説
明
し
、
ご
理
解
い
た
だ
く
も

の
で
し
た
。
意
見
の
概
要
は
下
表
の
と
お
り
。

《
閲
覧
で
き
ま
す
》
水
洗
化
総
合
計
画
と
下
水

道
ビ
ジ
ョ
ン（
案
）の
内
容
と
市
パ
ブ
リ
ッ
ク・

コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
の
結
果
は
、
下
水
道
総

務
課
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
西
支
所
で
閲

覧
可
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

▼
水
洗
化
総
合
計
画
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、下
水
道
建
設
課（
☎
66・１
０
２
９
）へ
。

▼
下
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、下
水
道
総
務
課（
☎
66・１
０
２
８
）へ
。

▪日本赤十字社の活動資金にご協力を
　６月 30 日㈫まで各自治会などを通じ、災害時の
救護・支援活動や復興支援活動などを実施するため
の活動資金を募集します。皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
▪温かい善意をありがとう
　皆さんのご理解とご協力により、平成 26 年８月
京都府豪雨災害義援金は 93,288 円、平成 26 年広
島県大雨災害義援金は 32,502 円が集まりました。
　この義援金は日本赤十字社を通じて被災された
方々にお届けします。
　　　　　《日本赤十字社舞鶴市地区（福祉企画課）》

日本赤十字社からのお知らせ 春の交通安全運動
　５月 11 日㈪～ 20 日㈬、「『目を合わそう』それ
が無事故の愛ことば」をスローガンに、春の全国交
通安全運動を実施。子どもと高齢者の交通事故防止
を基本として次の３点を重点的に取り組みます。
①自転車の安全利用の推進（自転車安全利用の５則
の周知徹底）②全ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底 ③飲酒運転の根絶。
　また、５月 20 日は「交通事故死ゼロを目指す日」。
交通ルールやマナーを守り、交通事故のない社会を
つくりましょう。

《市交通対策協議会事務局（市民課）》

　防災情報や観光・イベント情報、クマ出没情報
などの舞鶴市からの行政情報をお知らせする「ま
いづるメール配信サービス」の配信内容に新たに

「消防情報（火災情報）」が５月１日㈮から加わり
ました。消防本部が各地域の消防団員などにお知

らせする消防メール災害情報案内（火災・救助・
警戒など）の火災情報を転送するもので、広く市
民の皆さんにも消防情報の提供をするものです。

メール配信サービスに消防情報を追加

登録方法は、右記のコードを読み
取り手順に従って登録ください。
▶詳しくは、広報広聴課（☎ 66・
1041）へ。


